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はじめに 

少子高齢化が確実に進行し、政府が Society 5.0 の実現を提唱するなど、日本の社

会はこれから急速に大きく変化しようとしています。Society5.0 では AI が情報を集

約・分析するため、教育では知識の実装ではなく、知識の利活用の能力開発に注力す

る必要があると言われています。一方、新型コロナウイルス感染症の世界的流行や気

候変動による自然災害が頻発するなど、想定外の事態も多発しています。このように

激しく変化し変容する社会を担う若い人材の育成において、大学等の高等教育機関が

果たす役割は極めて大きいことは言うまでもありません。  

日本の大学数は平成 31（ 2019）年度に過去最大の 786 校となり、各大学がそれぞれ

の建学理念・教育理念の下で、教育と研究の質的向上を図っています。このように大

学間競争が激しくなる中で、福山大学も独自の自己点検・評価を毎年実施して大学の改善･改革

を推進しています。本学の自己点検・評価は、設定した目標を達成した度合で評価しています。教職

員の不断の努力により目標達成度は年々高くなっており、自己点検・評価活動が大学の改善･改革に

つながっていることは間違いありません。 

本報告書は、平成 31（2019）年 4 月～令和 2（2020）年 3 月までの期間について、学部等自己点

検評価委員会が自己点検・評価を行った結果をまとめたものです。新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、令和 2（2020）年 3 月の学位授与式を開催することはできませんでしたが、令和元年度の教

育・研究活動は例年通りに展開できたことが本報告書で確認できました。一方、令和 2（2020）年度

は 4 月 6 日から 5 月 6 日までの臨時休業、それに続いて令和 2（2020）年度 前期は ICT を利用した

全学的な遠隔授業の実施という異常事態となっています。教職員・学生が相互に協力し、種々の目標

を達成できることを願わずにはいられません。この令和元（2019）年度 自己点検・評価書は次年度

の自己点検・評価において比較対照する貴重なデータを提供することになるでしょう。 

令和 2（2020）年 7 月 31 日 

 

全学自己点検評価委員会 
委員長 松田 文子（学長） 
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【１】 福山大学の自己点検・評価システム 

本学は平成 26（2014）年 4 月に福山大学自己点検評価規程を制定して、本学における自己点検・評

価を行う組織、任務及び運営について新しい自己点検・評価システムを構築した。同規程（平成31（2019）
年 4 月 1 日改正）に定められた概略について、以下に説明する。 
 
（１） 福山大学自己点検評価規程 

福山大学自己点検評価規程は第１条～第 25 条からなり、第 1 条で「趣旨」、第 2 条で「目的」、第

3 条で「実施体制」、第 4 条～第 7 条で「全学自己点検評価委員会」、第 8 条で「小委員会」、第 9 条

～第 11 条で「評価小委員会」、第 12 条～第 14 条で「自己点検評価実施小委員会」、第 15 条～第 17
条で「点検評価項目策定小委員会」、第 18 条及び第 19 条で「全学外部評価委員会」、第 20 条及び第

21 条で「学部等自己点検評価委員会」、第 22 条で「学部外部評価委員会」、第 23 条で「自己点検・

評価の方法」、第 24 条で「自己点検・評価の結果」、第 25 条で「所管事務」について規定している。

本規程で設置している委員会について以下に概説する。 
 
（２） 全学自己点検評価委員会 

全学自己点検評価委員会（以下「全学委員会」という。）の業務、構成等を福山大学自己点検評価

規程第 4 条～第 7 条に規定している。委員会は委員長（学長）、副委員長（学長の指名する副学長ま

たは学長補佐及び委員各 1 名）、委員（副学長、学長補佐、教務委員長、学生委員長、就職委員長、

入試委員長、各研究科から選出された教授各 1 名、各学部から選出された教授各１名、事務局長、事

務局長の指名する事務職員 2 名、及びその他、学長が指名する者）で構成している。その業務を以下

のように規定している。 
① 自己点検・評価にかかる基本計画の策定 
② 自己点検・評価にかかる視点、項目、細目の策定 
③ 学部・大学院、全学共同利用施設及び委員会等の組織から提出される自己点検・評価書並びに

改善案にかかる客観性、適切性及び妥当性についての検証・評価 
④ 検証・評価結果に基づく、改革、改善計画の作成並びに必要に応じ、学部等自己点検評価委員

会、評議会若しくは改革推進委員会に対する助言、勧告又は報告 
⑤ 自己点検・評価の進行管理及び調整 
⑥ 大学全体にかかる自己点検・評価 
⑦ 学部等自己点検評価委員会から提出された自己点検・評価書の集約及びこれに基づく大学全体

の点検・評価書の作成及び公表 
⑧ 全学外部評価委員会に関すること 
⑨ 自己点検・評価にかかる資料収集、調査研究及び啓発活動 
⑩ 学校教育法第 109 条に基づく認証評価の実施とその結果についての検証 
⑪ その他、自己点検・評価活動に関すること 

 

（３） 評価小委員会 

評価小委員会の業務、構成等を福山大学自己点検評価規程第 9 条～第 11 条に規定している。委員

会は委員長（学長）、委員（副学長、学長補佐、事務局長、全学委員会委員のうちから学長の指名す

る者 2 名）で構成している。その業務は、全学委員会の業務の中の①、③、④を分担することである。 
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（４） 自己点検評価実施小委員会 
 自己点検評価実施小委員会（以下「実施小委員会」という。）の業務、構成等を福山大学自己点検評

価規程第 12 条～第 14 条に規定している。委員会は委員長（全学委員会委員のうちから学長が指名し

た者）、委員（全学委員会委員のうち、評価小委員会委員を除いた者）、その他、学長が指名する者で

構成している。その業務は、全学委員会の業務の中の⑤～⑩について分担することである。 

 

（５） 点検評価項目策定小委員会 

 点検評価項目策定小委員会（以下「策定小委員会」という。）については、その業務、構成等を福

山大学自己点検評価規程第 15 条～第 17 条に規定している。委員会は、委員長（委員のうちから学

長が指名した者）、全学委員会副委員長 2 名、実施小委員会委員長、全学委員会委員から選出の教員

3 名、その他、学長が指名する者で構成している。その業務は、自己点検・評価にかかる視点、項目、

細目を策定することである。 

 

（６） 学部等自己点検評価委員会 

本学の自己点検評価活動は、以下の学部、研究科、委員会等（以下、学部等という。）に設置した

学部等自己点検評価委員会（以下「学部等委員会」という。）が①～⑧の業務を行うことを第 20 条

に規定している。 
経済学部・経済学研究科、人間文化学部・人間科学研究科、工学部・工学研究科（生命工学

専攻を除く）、生命工学部・工学研究科生命工学専攻、薬学部・薬学研究科、図書館、大学

教育センター、国際センター、共同利用センター、研究推進委員会、内海生物資源研究所、

安全安心防災教育研究センター、グリーンサイエンス研究センター、社会連携センター、

資格取得支援センター、保健管理センター、入試委員会（入試広報室を含む。）、教務委員

会（教務課を含む。）、学生委員会（学生課を含む。）、就職委員会（就職課を含む。）、キャ

リア形成支援委員会（教務課を含む。）、広報委員会（企画・文書課を含む。） 
① 学部等当該組織（以下「当該組織」という。）にかかる自己点検・評価に関する資料収集、調

査研究、啓発活動 
② 当該組織にかかる自己点検・評価実施計画の立案 
③ 当該組織における自己点検・評価の進行管理及び調整 
④ 全学委員会から提示された点検・評価項目のうち、当該組織にかかる項目についての自己点

検・評価の実施並びに自己点検・評価書を作成し、実施小委員長に提出 
⑤ 全学委員会からの検証結果及び助言等を入れた当該組織の最終自己点検・評価書の作成と公表 
⑥ 学部における専門分野別第三者評価に関すること 
⑦ 学部外部評価に関すること 
⑧ その他、学部等委員会に関して必要なこと 

 
（７） 自己点検・評価の方法 

自己点検・評価の方法については、福山大学自己点検評価規程第 23 条に規定している。この規程

に基づく当該組織の自己点検･評価の方法として、本学における自己点検・評価書の作成、検証、承

認の手順は次の通りである。 
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① 学部等委員会において、当該組織の自己点検・評価書を作成する。 
② 学部等委員会の委員長は、自己点検・評価書を大学評価室を経て全学委員会の委員長に提出す

る。 
③ 学長は実施小委員会に自己点検・評価書の書式等点検並びに集約を付託する。 
④ 実施小委員会の校閲を経た自己点検・評価書について、評価小委員会は検証・評価書案を作成

する。 
⑤ 実施小委員会は、組織別の自己点検・評価書を基に全学的にかかる事項について点検・評価書

案を作成する。 
⑥ 実施小委員会は、隔年毎に全学の自己点検評価書を作成する。 
⑦ これらを基に学部及び全学について、7 年毎に本学の設置する全学外部委員会により検証、評

価する。 
⑧ これらを基に作成された自己点検・評価書を全学委員会において検討し、同委員会案として福

山大学自己点検・評価書案を改革推進委員会及び評議会に提出する。 
 
（８） 自己点検・評価の結果 

自己点検・評価の結果の取り扱いについては、福山大学自己点検評価規程第 24 条に規定している。

すなわち、改革推進委員会及び評議会において福山大学自己点検・評価書として承認を得た後、学長

の責任において公表する。公表の方法等については、全学委員会に諮り、学長が決定する。教職員及

び組織は自己点検・評価の結果を真摯に受け止め、教育・研究活動の活性化と向上を図り、大学の質

保証に努める。また、理事長及び学長は、自己点検・評価を実施した結果、改善が必要と認められた

事項について速やか、かつ適切に具体的措置を講じるものとする。 
 
 
【２】令和元（2019）年度自己点検・評価の実施 

上述のように、本学における自己点検・評価の実施方法を、福山大学自己点検評価規程 第 23 条に詳

細に定めているが、自己点検・評価活動の実際について以下に説明する。 
 福山大学は教育において、学修目標を設定して、その目標達成に向けてステップワイズに学修計画を

策定する目標設定型の教育システムを取り入れている。本学は 5 学部・14 学科、4 研究科・11 専攻か

らなる総合大学であり、大学全体の理念、目的の下でそれぞれの学部、学科、研究科が独自の目標に向

かって教育・研究活動を展開している。自己点検・評価活動においても、同様に目標設定型のシステム

としている。策定小委員会が策定した自己点検・評価項目（以下「点検項目」という。）について、学部

等がそれぞれの年度目標を定め、年度末にそれぞれの年度目標に対する年度報告と達成度を自己評価し、

次年度の改善課題と方策を検討することを求め、PDCA サイクルを稼働させるようにしている。 
 
（１）自己点検・評価の項目 

自己点検・評価項目は、全学委員会の中に組織する策定小委員会で検討し作成している。平成 26
（2014）年度から平成 29（2017）年度まで本学独自の学部等に関する点検項目を策定し、昨年度

は大点検項目 11 項目、中点検項目 45 項目、細点検項目 182 項目について点検・評価した。平成

29（2017）年度に公益財団法人 日本高等教育評価機構（以下「評価機講」という。）による大学

機関別認証評価を受審したことを契機に、評価機構の大学評価基準を基に新しい点検項目（学部等



- 5 - 
 

に関する大点検項目 6 基準、中点検項目 20 項目、細点検項目 70 項目）に集約して原案を作成し

た。この原案は全学委員会及び改革推進委員会で承認され、平成 30（2018）年度からこの新しい

点検項目について点検・評価した。新しい点検項目の具体的内容を本報告書末尾に資料１「令和元

（2019）年度 学部等自己点検・評価項目」として添付した。 

 

（２）自己点検・評価書の書式 

本学独自の自己点検評価システムの趣旨に沿うように、点検項目毎に、下表に示す通りとした。

書式は、学部等委員会の作業労力を最小限にとどめ、実施小委員会による点検作業を軽減するため、

簡略な記載を求めている。 

また、年度目標に対する達成度評価は S、A、B 及び C の４段階評価とし、その評価基準は次の

ように規定している。 

S；年度目標、方針に基づいた活動が行われ、達成度が極めて高い 
 A；概ね、年度目標、方針に基づいた活動が行われ、ほぼ達成されている 
 B；年度目標、方針に基づいた活動や、達成度がやや不十分 
 C；年度目標、方針に基づいた活動や、達成度が不十分で改善すべき点が多い 

 

（３） 自己点検・評価書の適切性の検証 

＜実施小委員会による点検１＞ 学部等委員会から提出された平成 31（2019）年 4 月現在の現

状説明、令和元（2019）年度の年度目標を記載した令和元（2019）年度自己点検・評価書（計画

編）を、実施小委員会が点検した。点検の基準は、①点検項目の主旨に沿った内容であるか、②

大学全体の理念、目的、目標に沿った内容であるか、③実現の可能性はあるか、④継続性（連続

性）はあるか、の 4 点とした。点検終了後、実施小委員会による助言を付して学部等委員会に返

却した。 
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＜評価小委員会による点検＞ 実施小委員会による点検後、令和元（2019）年度自己点検・評価

書（計画編）を基に、評価小委員会と学部等委員会が面談して意見交換を行った。 
＜実施小委員会による点検２＞ 学部等委員会から提出された令和元（2019）年度の年度報告、

年度目標に対する達成度評価、次年度の改善課題と方策を記載した令和元（2019）年度自己点検・

評価書（報告編）を、実施小委員会により点検を行った。点検では、年度初めに設定した年度目

標がどの程度実施されているかを基準とした。達成度評価の修正が必要と判断された場合、その

意見を付して、学部等委員会に返却した。 
 

（４） 自己点検・評価の実施と日程 

令和元（2019）年度の自己点検・評価活動は以下の日程で実施した。 
・自己点検・評価書（書式）配布         ：平成 31（2019）年  2 月 
・自己点検・評価書（計画編）提出           ：平成 31（2019）年  4 月 
・自己点検・評価書（計画編）点検終了返却                  ：令和 元（2019）年  5 月 
・自己点検・評価書（計画編）意見交換面談                  ：令和 元（2019）年  8 月 
・自己点検・評価書（計画編）の改革推進委員会への実施報告   ：令和 元（2019）年  9 月 
・自己点検・評価書（報告編）提出                   ：令和 2（2020）年  3 月 
・自己点検・評価書（報告編）点検終了・返却                ：令和 2（2020）年  6 月 
・自己点検・評価書の全学委員会での審議                ：令和 2（2020）年  8 月 
・自己点検・評価書の改革推進委員会での審議            ：令和 2（2020）年 10 月 
・自己点検・評価書の評議会での審議                ：令和 2（2020）年 11 月 
・自己点検・評価書の大学ホームページでの公表          ：令和 2（2020）年 12 月 

 
 

【３】令和元（2019）年度自己点検・評価の結果 

 令和元（2019）年度の自己点検評価活動は、予定通りの日程で実施した。評価機構の大学評価基

準を基に設定した学部等に関わる 6 基準 70 項目にわたる細点検項目について、学部等委員会がそれ

ぞれ自己点検・評価を実施して自己点検・評価書を作成した。ただし、研究推進委員会の自己点検･

評価は本点検項目と異なる内容が求められるため割愛した。また、学部等委員会だけでなく、各学科

にも自己点検・評価書の作成を依頼したため、38 件に及ぶ報告書が提出された。 
 全学委員会では、これら報告書に記載された達成度評価を基に令和元（2019）年度の本学の教育

活動等を点検した。個々の学部等の自己点検・評価書は、大学ホームページで公表しているので、参

照していただきたい。（URL：https://www.fukuyama-u.ac.jp/disclosure/self-evaluation/） 
70 項目の細点検項目について個々に検証することも有意義であるが、これらを自己点検･評価基準

として 6 基準の大点検項目、20 項目の中点検項目に分類して実施しているため、大項目ごとに点検

した。各学部等の達成度評価一覧を本報告書末尾に資料２「令和元（2019）年度 学部等自己点検・

評価結果一覧」として添付した。学部等における年度目標に対する達成度 S、A、B 及び C での評価

を数値化するため、S→4、A→3、B→2及び C→1 の重み付けによって達成度の数値評価も行った。

達成度に対する数値の重み付けから、従来通り 2.5 を標準値とした。 
また、得られた自己点検・評価結果と昨年度の自己点検・評価結果と比較した。 
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１．使命・目的等 

本学では、福山大学学則（以下「学則」という。）、

各学部規則及び研究科規則に、大学、学部・学科

及び大学院研究科の使命・目的、教育目的をそれ

ぞれ定めている。 
大点検項目の「基準 1．使命･目的等」として、

学部等の使命・目的及び教育目的の設定と反映に

ついて点検した。この評価基準における 2 つの中

点検項目（8 つの細点検項目）に関する達成度分

布を図 1 に示す。 

基準１に関して、大学全体の達成度は、S 評価

が 40.4%、A 評価が 56.6%、合わせて 97.0%を占

め、全体の達成度は極めて高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が微減し、S 評価の割合が微増しており、年度

目標や方針に基づいた活動の達成度が全学的に高

まっており、改善が認められる。 
以下に基準 1 の各中点検項目について概説する。 

 
【基準 1－1】「大学、学部、学科、研究センター

及び委員会等は、それぞれの使命・目的および教

育目的を設定していますか。」 

 この中点検項目に関する達成度分布を図 1－1
に示す。使命・目的等の意味･内容の具体性や明確

性、個性や特色、社会の要請や背景の変化につい

て、S 評価が 44.7%、A 評価が 52.6%、合わせて

97.3%を占め、全体の達成度は極めて高いことが

わかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が微減し、S 評価の割合が微増しており、基準 1
－1「使命･目的等の設定」に関する年度目標や方

針に基づいた活動の達成度が全学的に高まってお

り、改善の努力が認められる。 
教育目的は、目指すべき人材の具体化した人物

像を明確にするとともに、ディプロマ・ポリシー

における獲得すべき資質につながることを踏まえ、 
学部等の教育目的については、社会の要請に応え

得る個性や特色を有するように点検・改善を行い、

3 つのポリシーの見直しを行っている。 
 
【基準 1－2】「使命・目的および教育目的の反映」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 1－2
に示す。使命・目的等に関する教職員の理解と支

持、学内外への周知、中長期計画や 3 つのポリシ

ー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ

シー、及びアドミッション・ポリシー）への反映、

教学組織構成との整合性について、S評価が37.8%、

A 評価が 59.0%、合わせて 96.8%を占め、全体の

達成度は極めて高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が微減し、S 評価の割合が微増しており、基準 1
－2「使命･目的等の反映」に関する年度目標や方

針に基づいた活動の達成度が全学的に高まってお

図 1 「使命・目的等」に関する全細点検項目

に対する達成度分布 

 

図 1－1 「使命・目的等の設定」に関する 

達成度分布 
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り、改善の努力が認められる。 
学部等の教育目的を中長期的計画に反映するこ

とについては、社会が多様かつ急激に変化する情

勢の中で、本学では毎年度の学部等の自己点検評

価活動を通じて、中長期的計画を点検し見直して

おり、柔軟に対応している。 
 

 
基準 1 における各細点検項目（評価基準）につい

て、達成度の平均値を表 1 に示す。 

個々の細点検項目ごとに検証すると、全細点検

項目で標準値の 2.5 を超えて 3.3 以上で達成度は

非常に高く、昨年度と比較すると、平均値はやや

上がっている。 

また、基準 1 における細点検項目（評価基準）

の達成度分布を図 1－3 に示す。 
基準 1 の達成度分布はほぼ平均的であることか

ら、基準 1 の達成度では大きな偏りはなく、全体

的に非常に良好であると考えられる。 
 

 

２．学生 

 大点検項目の「基準 2．学生」として、本学に

おける学生の受入れ、学生の支援、学修環境、キ

ャリア支援、学生サービス、学修環境の整備、学

生の意見・要望等への対応について点検した。こ

の評価基準における 6 つの中点検項目（細点検項

目は 23 項目）に関する大学全体の達成度を図 2
に示す。 
大学全体の達成度は、S 評価が 35.9%、A 評価

が 55.0%、合わせて 90.9%を占め、全体の達成度 
は非常に高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が微減し、S 評価の割合が微増しており、年度

目標や方針に基づいた活動の達成度が全学的に高

まっており、改善の努力が認められる。 
以下に基準 2 の中点検項目について概説する。 

 

 

表 1 「使命･目的等」に関する達成度の平均値 

図 1－3 「使命・目的等」に関する細点検項

目の達成度分布 

 

図 1－2 「使命・目的等の反映」に関する 

達成度分布 
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【基準 2－1】「学生の受入れ」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 2－1
に示す。教育目的を踏まえたアドミッション・ポ

リシーの策定と周知、アドミッション・ポリシー

に沿った学生受入れの実施とその検証に基づく改

善、入学生受入れ状況とその分析、入学定員に沿

った適切な学生受入れ数の維持と対策について、S
評価が 41.1%、A 評価が 48.4%、合わせて 89.5%
を占め、全体の達成度は非常に高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が 8.9 ポイント減少し、S 評価の割合が 7.8 ポイ

ント増加していることから、「学生の受入れ」に関

する年度目標や方針に基づいた活動の達成度が全

学的に大きく高まっており、改善に向け大きな努

力がはらわれ、実施されたことが認められる。 
 本学は、平成 29（2017）年度に受審した評価機

構による大学機関別認証評価において、収容定員

充足率が 0.7 倍未満の学科は改善の必要ありと

の指摘を受けており、現在も全学的に収容定員を

満たすことは喫緊の課題であり、不断の教育改革、

学部等の魅力ある教育･研究活動の展開、効果的な

広報活動、学生・教職員の積極的な社会（地域）

貢献活動、入試戦略の見直しと強化、入学定員の

適正化、ブランディング戦略の強力な展開等に取

組むことで入学定員及び収容定員確保に努力して

いる。その結果、ある程度の改善を達成したこと

から、令和元（2019）年 7 月に改善結果報告書を

評価機構に提出し、受理されている。 
 
【基準 2－2】「学修支援」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 2－2
に示す。教員と職員等の協働等による学修支援体

制の整備と周知、TA 等の有効活用等による学修支

援の充実について、S 評価が 36.7%、A 評価が

59.2%、合わせて 95.9%を占め、全体の達成度は

極めて高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価と S

評価の割合がともに微増しており、一方 B 評価の

割合が半減していることから、基準 2－2「学修支

援」に関する年度目標や方針に基づいた活動の達

成度が、全学的に大きく高まっており、改善の大

図 2－2 「学修支援」に関する達成度分布 

 

図 2－1 「学生の受入れ」に関する達成度分布 

 

図 2 「学生」に関する全細点検項目に対する

達成度分布 
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きな努力が認められる。 
これは、全学的学修体制として、教務委員会、

学生委員会及び大学教育センター運営委員会など、

教員及び職員で構成する教学関係の各種委員会で

教職協働を行い、各学部の学修体制として、学部

事務室と学部教員が連携して教職協働に努めてい

る成果と考えられる。また、本学の学生支援ポリ

シーにおける学修支援内容に基づき、全学的には

大学教育センターが主管する学修支援相談室の推

進や e ラーニング教材の提供による学修支援体制

をはじめ、学部等の授業や学生実験における TA
の有効活用等のきめ細かい学修支援活動による教

職協働の成果と考えられる。 
 
【基準 2－3】「キャリア支援」 
この中点検項目に関する達成度分布を図 2－3

に示す。キャリア形成支援体制の整備、卒業生の

進路に関する検証、資格取得やインターンシップ

支援、就職指導の適切性と就職の質及び内定率の

向上について、S 評価が 47.4%、A 評価が 49.5%、

合わせて 96.9%を占め、全体の達成度は極めて高

いことがわかる。 
昨年度の結果と比較すると、A 評価の割合が微

減し、S 評価の割合が微増しており、B 評価も半

減していることから、「キャリア支援」に関する年

度目標や方針に基づいた活動の達成度が、全学的

に大きく高まっており、改善の努力が認められる。 

本学の学生支援ポリシーに基づき、キャリア形

成支援委員会がキャリア形成支援や自分未来創造

室と協働するインターンシップ活動（Bingo Open 
インターンシップ）を支援している。また、資格

取得支援センターが全学及び学部等の資格取得活

動を支援している。一方、就職指導については就

職委員会が就職ガイダンスをはじめ就職相談等の

就職支援を行っている。このように、全学的な支

援体制と学部等が密接に連携することで活動を支

援している。 
 
【基準 2－4】「学生サービス」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 2－4
に示す。学生生活のための経済的支援、ハラスメ

ントの発生防止、課外活動の活性化について、S
評価が 37.3%、A 評価が 57.3%、合わせて 94.6%
を占め、全体の達成度は極めて高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が 5.7 ポイント減少し、S 評価の割合が 5.8 ポイ

ント増加しており、基準 2－4「学生サービス」に

関する年度目標や方針に基づいた活動の達成度が、

全学的に大きく高まっており、改善の努力が認め

られる。 
これは、本学の学生支援ポリシーにおける生活

支援内容に基づき、本学奨学金（一般奨学生、特

別奨学生）、授業料減免措置、授業料分納制度、他

団体の各種奨学金の斡旋等、経済的支援の充実を

図 2－4 「学生サービス」に関する達成度分布 

 

図 2－3 「キャリア支援」に関する達成度分布 
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はじめ、キャンパスハラスメントの防止等に関す

るガイドラインの周知と SD 研修の実施、ハラス

メント対応委員会による問題解決、課外活動の活

性化（サークル活動の施設整備、学部等における

課外活動支援）に努めている。 
 
【基準 2－5】「学修環境の整備」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 2－5
に示す。校舎等の学修環境の整備・管理の適切性、

ICT 教室、実習・実験施設、図書館等の活用、施

設･設備の利便性、施設･設備上の運営における管

理の適切性、施設･設備の防災･防火上の整備点検、

劇物･危険物の安全管理、安全管理教育と防災･避

難に関する安全管理教育訓練の実施について、S
評価が 29.7%、A 評価が 57.4%、合わせて 87.1%
を占め、全体の達成度は高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、B 評価が 5.7

ポイント減少し、A 評価や S 評価の割合がともに

微増していることから、基準 2－5「学修環境の整

備」に関する年度目標や方針に基づいた活動の達

成度が、全学的に高まっており、改善の努力が認

められる。一方で、達成度 B または C 評価が合わ

せて約 13%（昨年度は 19.6%）を占めており、昨

年度に比べて減少しているものの、依然として改

善の余地が大きい。 
特に、全学で PC 等の個人必携化（BYOD：Bring 

Your Own Device）を推進している中で、どの教

室でも ICT を十分に活用できる多様な授業を展

開し、学生がより効果的に学修できる学修環境を

早急に整えることが求められる。そのため、教室

内の液晶プロジェクター、スクリーン、音響設備

などの基本的な教室設備の普及と更新は欠かす

ことはできない。また、施設のバリアフリー化、

倉庫等の収納スペースの確保、建物の老朽化によ

るトイレや空調等のアメニティ設備の改修など、

学生の利便性を高めるための施設・設備の整備に

ついても早急な対応が求められる。 
また、防災・防火上の整備点検については、学

生や教職員の安全・安心を確保する観点から遺漏

のないように全学的な対応が求められる。 
安全管理教育については、「福山大学 安全衛生

管理の手引き」、危機管理規定に基づく「福山大学 
危機管理基本マニュアル（第 1 版）」、「福山大学 自
然災害対応マニュアル」を刊行しており、学部等

で全学生を対象にマニュアルの配付及び自然災害

の対応について指導している。 
令和元（2019）年度末頃から、日本全国で新型

コロナウイルス感染症が拡大し始めたことを受け

て、本学では、危機管理規程に基づき、令和 2（2020）
年 3 月初めに危機対策本部を設置し、迅速かつ適

切な対応を全学的に行っている。 
 

【基準 2－6】「学生の意見･要望への対応」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 2－6
に示す。学修支援、健康相談や経済的支援をはじ

めとする学生生活及び学修環境に関する学生の意

見･要望に対応する体制について、S評価が28.8%、

A 評価が 58.9%、合わせて 87.7%を占め、全体の

達成度は高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価と S

評価の割合が微減し、反対に B 評価の割合が 4.0
ポイント増加して 10%を超えていることから、基

準 2－6「学生の意見･要望への対応」に関する年

度目標や方針に基づいた活動の達成度が、全学的

にやや低下しており、改善の努力が求められる。

これは、学修支援に関する学生の意見・要望を把

図 2－5 「学修環境の整備」に関する 

達成度分布 
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握するための独自の学生アンケート調査やその分 
析をしていない学部等があったこと、また実施に

至っても学生の意見や要望の分析結果を活用する

体制については未成熟であるなど、昨年度と同様

に改善の余地があると考えられる。 
 
基準 2 における各細点検項目（評価基準）につ

いて、達成度の平均値を表 2 に示す。 
個々の細点検項目ごとに検証すると、全細点検

項目で標準値の 2.5 を超えているものの、3.0 未満

の細点検項目（評価基準）2－5－③「施設・整備

のバリアフリー化やアメニティースペースの確保

など、学生の利便性を高めるために、どのように

取組んでいますか。」については、達成度の平均値

が 2.8 と細点検項目の中で最低値であり、改善の

余地は大きいと考えられる。 
また、昨年度の結果と比較すると、細点検項目

（評価基準）2－5－⑤「防火・防災の観点からの

整備・点検」及び 2－5－⑦「安全管理教育の実施、

災害時避難マニュアルの作成と防災訓練等の実施」

は達成度が上がっていることから改善が進み、基

準 2 全体の達成度の平均値もやや高くなっている。 
次に、基準 2 における細点検項目（評価基準）

の達成度分布を図 2－7 に示す。 
基準 2 の達成度分布は、平均的ではないことが

わかる。特に、中点検項目 2－5「学修環境の整備」

では、細点検項目によって達成度の高低差が大き

いことが示された。 

図 2－7 「学生」に関する細点検項目の 

達成度分布 

図 2－6 「学生の意見・要望への対応」に 

関する達成度分布 

 

 

表 2 「学生」に関する達成度の平均値 
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３．教育課程 

 大点検項目の「基準 3．教育課程」として、本

学における卒業認定、教育課程、学修成果につい

て点検した。この評価基準における 3 つの中点検

項目（細点検項目は 11 項目）に関する大学全体の

達成度を図 3 に示す。 

大学全体の達成度は、S 評価が 50.2%、A 評価

が 45.9%、合わせて 96.1%を占め、全体の達成度

は極めて高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が 5.0 ポイント減少し、S 評価の割合が 6.3 ポイ

ント増加していることから、年度目標や方針に基

づいた活動の達成度が全学的に高まっており、改

善の努力が認められる。 
以下に基準 3 の中点検項目について概説する。 

 
【基準 3－1】「単位認定、卒業認定、修了認定」 
この中点検項目に関する達成度分布を図 3－1

に示す。教育目的を踏まえたディプロマ･ポリシー

の周知、ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認

定、進級、卒業認定、修了認定に関する各基準の

策定と周知、各基準の公表と厳正な適用について、

S 評価が 58.0%、A 評価が 39.1%、合わせて 97.1%
を占め、全体の達成度は極めて高いことがわかる。 
昨年度の結果と比較すると、A 評価の割合が

10.2 ポイント大幅に減少し、反対に S 評価の割合

が 8.7 ポイント増加していることから、基準 3－1
「単位認定、卒業認定、修了認定」に関する年度

目標や方針に基づいた活動の達成度が全学的に一

層大きく高まっており、改善の大きな努力が認め

られる。 
学部等の教育目的と 3 つのポリシー（アドミッ

ション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、及

びディプロマ･ポリシー）については、毎年度、学

部等で点検を続け、必要があれば見直している。

また、単位認定、進級・卒業認定及び修了認定の

基準は、各学科、各学部教授会及び各研究科委員

会で策定し、これらの基準の公表については、学

内では学生ポータルシステム「Zelkova」によるシ

ラバス、学生便覧によって学生に周知しており、

学外には大学ホームページの中の教務課のページ

に掲載して公表している。 
 
【基準 3－2】「教育課程及び教授方法」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 3－2
に示す。カリキュラム･ポリシーの策定と周知、デ

ィプロマ・ポリシーとの一貫性、カリキュラム･

ポリシーに沿った教育課程の体系性、教授方法の

工夫･開発と有効性、ディプロマ・ポリシーと卒業

判定の整合性について、S 評価が 50.0%、A 評価

が 47.9%、合わせて 97.9%を占め、全体の達成度

は極めて高いことがわかる。 

図 3 「教育課程」に関する全細点検項目に 

対する達成度分布 

 

図 3－1 「単位認定、卒業認定、修了認定」に

関する達成度分布 
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昨年度の結果と比較すると、B 評価の割合が半

減するとともに A 評価の割合が 5.5 ポイント減少

し、S 評価の割合が 8.9 ポイント大きく増加して

いることから、「教育課程及び教授方法」に関する

年度目標や方針に基づいた活動の達成度が全学的

に高まっており、改善の大きな努力が認められる。 
これは、前述のように、学部等の教育目的と 3

ポリシーを毎年度、学部等で点検を続け、必要が

あれば見直していること、併行してカリキュラ

ム・マップの見直しとカリキュラムの体系性も検

討を重ねていること、また，平成 30（2018）年度

に導入した科目ナンバーリング制度によるカリキ

ュラムの体系性を明確化したことが考えられる。

ただ、ICT の活用を含めた教授方法の工夫・開発

とその効果的な実施の評価については、BYOD を

推進する一方で、ICT 活用のための学修環境整備

の適切性の重みが増しており、そのため、学修環

境の整備と同様に改善の余地が大きい。 
 
【基準 3－3】「学修成果の点検･評価」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 3－3
に示す。3 つのポリシーを踏まえた学修成果の点

検・評価方法の確立とその運用の検証、その結果

を教育内容･方法及び学修指導等の改善に繋げる

ことについて、S 評価が 39.1%、A 評価が 50.0%、

合わせて 89.1%を占め、全体の達成度は高いこと

がわかる。 

昨年度の結果と比較すると、S 評価の割合が 4.7
ポイント減少し、一方で A 評価の割合が 4.2 ポイ

ント増加するとともに B 評価の割合が微増してい

ることから、基準 3－3「学修成果の点検･評価」

に関する年度目標や方針に基づいた活動の達成度

が全学的にやや低下しており、改善の余地が残さ

れていると考えられる。 
学修成果の点検・評価については、各学科の卒

業論文・卒業研究･課題研究の評価ルーブリックや

大学及び全学科がアセスメント・ポリシー（学修

成果の評価の方針）を策定している。 
アセスメント･ポリシーの策定によって、学生個

人において学科のディプロマ・ポリシーに掲げる

資質修得度の評価を行って学修指導に活用し、学

科学生全体の資質修得度の評価結果を基に学科に

おける教育プログラムの検証と改善に取組み、さ

らに全学学生の卒業時における大学のディプロ

マ・ポリシーに掲げる資質修得度の評価結果を基

に福山大学教育プログラムの検証と改善に取組ん

でいくシステムを構築している。 
しかし、アセスメント･ポリシーの活用と学修成

果の点検･評価の検証など、運用面において十分に

機能するまでには至っていない学部･学科に加え、

アセスメント･ポリシーを検討中で策定に至って

いない大学院研究科もあり、達成度評価の低下に

つながったものと考えられる。 
今後、アセスメント・ポリシーの活用に基づく

図 3－3 「学修成果の点検・評価」に関する 

達成度分布 

 

図 3－2 「教育課程及び教授方法」に関する 

達成度分布 
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学修成果の点検・評価、学科カリキュラム及び本

学の教育プログラムの検証と改善が進展すること

を期待したい。 
 
基準 3 における各細点検項目（評価基準）につ

いて、達成度の平均値を表 3 に示す。 

個々の細点検項目ごとに検証すると、全細点検

項目で達成度は標準値の 2.5 を超えて 3.2 以上で

あることがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、細点検項目

3－2－④（教養教育の十分な実施）について達成

度が特に上がっていることから、教養教育の改善

が認められ、基準 3 全体の達成度の平均値もやや

上がっており、高い値を示している。 
次に、基準 3 における細点検項目（評価基準）

の達成度分布を図 3－4 に示す。 
基準 3 の達成度分布は、一部の低い達成度が目

立ち、ほぼ平均的とは認めにくい。達成度 3.2 で

ある 2 つの細点検項目 3－2－⑤「教授方法を工

夫・開発（ICT の活用を含む）し、効果的に実施

していますか。」、及び、3－3－①「全学及び各学

科等のアセスメント・ポリシーの活用も含め、３

つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方

法の確立とその運用をどのように検証しています

か。」については、特に改善を期待したい。 

 

４．教員・職員 

 大点検項目の「基準 4．教員・職員」として、

本学における教学マネジメントの機能性、教員の

配置･職能開発、職員の研修、研究支援について点

検した。ここで、職員とは、事務職員だけでなく、

学部等における助手や技術職員等も含まれる。こ

の評価基準における 4 つの中点検項目（細点検項

目は 12 項目）に関する大学全体の達成度を図 4
に示す。 

大学全体の達成度は、S 評価が 33.3%、A 評価

が 58.7%、合わせて 92.0%を占め、全体の達成度

図 4 「教員・職員」に関する全細点検項目に

対する達成度の評価分布 

図 3－4 「教育課程」に関する細点検項目の

達成度分布 

 

表 3 「教育課程」に関する達成度の平均値 
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は非常に高いことがわかる。 
昨年度の結果と比較すると、B 評価の割合が微

減し、一方で、A 評価と S 評価の割合が微増して

おり、年度目標や方針に基づいた活動の達成度が

全学的にはやや高まっていることが認められる。 
以下に基準 4 の中点検項目について概説する。 

 
【基準 4－1】「教学マネジメントの機能性」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 4－1
に示す。学長の適切なリーダーシップの確立、学

部等の長によるリーダーシップの適切性、教職員

間における権限・役割の分散化と責任の明確化、

職員の配置と役割の明確化ついて、S評価が34.2%、

A 評価が 63.2%、合わせて 97.4%を占め、全体の

達成度は極めて高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が 4.7 ポイント減少し、S 評価の割合が 5.6 ポイ

ント増加していることから、基準 4－1「教学マネ

ジメントの機能性」に関する年度目標や方針に基

づいた活動の達成度が全学的に一層高まっており、

改善の努力が認められる。 
学長や学部等における当該組織の長のリーダー

シップは十分に確立しており、本学の教学マネジ

メントの機能性はかなり高いと考えられる。 
 

【基準 4－2】「教員の配置・職能開発等」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 4－2
に示す。学部等における適切な資質を有する教員

の配置及び学部等の運営の適切性や持続可能な構

成、大学設置基準や資格養成機関に必要な教員数

の確保、教員の資質向上に向けた取組について、S
評価が 44.9%、A 評価が 42.0%、合わせて 86.9%
を占め、全体の達成度は高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が 5.9 ポイント減少し、S 評価の割合が 9.7 ポイ

ント大きく増加していることから、基準 4－2「教

員の配置・職能開発等」に関する年度目標や方針

に基づいた活動の達成度が全学的に一層高まって

おり、改善の努力が認められる。しかし、B 評価

の割合は昨年度と同様に 10%を超えている点につ

いては、主に教員の年齢構成や男女比率の偏りの

是正、資格関係をはじめとする教員の適切な配置

を要望する学部等の当該組織が採用人事計画を立

案したが、改善に結びつけることが出来なかった

結果であると考えられる。 
 
【基準 4－3】「職員の研修」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 4－3
に示す。教職員の資質・能力向上と教職協働への

取組、大学運営の効率化のための ICT の活用推進

について、S 評価が 20.0%、A 評価が 72.0%、合

図 4－2 「教員の配置・職能開発等」に関する

達成度分布 

 

図 4－1 「教学マネジメントの機能性」に 

関する達成度分布 

 



- 17 - 
 

わせて 92.0%を占め、全体の達成度は非常に高い

ことがわかる。 
昨年度の結果と比較すると、B 評価の割合が 9.2

ポイントの大幅な減少とともに、A 評価の割合が

12.8 ポイントの突出した大幅な増加と、S 評価の

割合が 7.6 ポイントの大きく減少を示しているこ

とから、基準 4－3「職員の研修」に関する年度目

標や方針に基づいた活動の達成度が全学的に A 評

価に集中する傾向にあり、S 評価が少ないことは

気がかりである。 
これまで大学教育センターが全学的な SD 活動

を主導していることに加え、多くの学部等で独自

の SD 活動に取組み始めていること、また、ICT
活用による大学運営の効率改善を模索しているこ

となど、達成度が変化する状況にあり、今後の活

動と成果を期待したい。 
 
【基準 4－4】「研究支援」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 4－4
に示す。研究時間の確保や研究環境の管理の適切

性、研究倫理の確立と厳正な運用、研究活動への

資源の配分や運用の適切性、公的研究費の運営・

管理の整備と周知について、S 評価が 34.3%、A
評価が 55.6%、合わせて 89.9%を占め、全体の達

成度は非常に高いことがわかるが、一方で、B 評

価の割合が 10%前後であることに注意を要する。 
また、昨年度の結果と比較すると、どの評価に

おいてもほぼ同じ割合であることから、基準 4－4
「研究支援」に関する年度目標や方針に基づいた

活動の達成度が全学的に昨年度と同じ傾向にある

といえる。 
  
基準 4 における各細点検項目（評価基準）につ

いて、達成度の平均値を表 4 に示す。 

個々の細点検項目ごとに検証すると、全細点検

項目で標準値 2.5 を超えているものの、3.0 未満の

細点検項目（評価基準）4－4－①「研究に専念す

る時間の確保、研究室の施設設備の整備等の研究

環境を適切に管理していますか。」についての達成

 

表 4 「教員・職員」に関する達成度の平均値 

図 4－4 「研究支援」に関する達成度分布 

 
図 4－3 「職員の研修」に関する達成度分布 

 



- 18 - 
 

度の平均値は 2.7 である。 
昨年度の結果と比較すると、細点検項目（評価

基準）4－2－①「当該部署の教育目的及び教育課

程に即した資質を有する教員を配置していますか。

また、当該部署の適切な運営及び継続性を担保す

る構成（性別、年齢、職階等）となっていますか。」

についての達成度の平均値は、昨年度 2.8 から今

年度 3.2 に大きく改善している。一方、細点検項

目（評価基準）4－4－①については昨年度と同じ

最低値を示しており、改善が進んでいるとは考え

にくい。 
次に、基準 4 における細点検項目（評価基準）

の達成度分布を図 4－5 に示す。 

基準 4 の達成度分布は、平均的ではなく、特に

中点検項目 4－4「研究支援」の高低差は大きい。 
このように、毎年度の達成度が相対的に突出し

て低い状態にあって改善が進んでいるとは考えに

くい細点検項目 4－4－①については、改善の困難

さを浮き彫りにしている。 
この項目で、多くの学部･学科が抱えている問題

は、研究に専念する時間の確保である。特に、大

学設置基準と同じかそれに近い専任教員数の学科

では、教員一人当たりの校務負担が大きくなるこ

とは自明の理である。したがって、ICT の活用を

進めて業務の効率化を図るものの、研究に専念す

る時間の確保が難しい状況は改善されていない。 
一方、研究室の施設設備の整備などの研究環境

の管理については、特定の研究機器･設備の共有化

と外部資金の獲得を推進して対応している。研究

時間の確保が難しい状況での研究の遂行は厳しさ

を増している。そのため、理系学部では研究室の

施設・設備の老朽化は着実に進んでいる。 
このような状況を抜本的に改善する必要があり，

迅速かつ適切な対策を講じなければならない。 
 

５．内部質保証 

 大点検項目の「基準 6．内部質保証」として、

本学における内部質保証の組織体制、内部質保証

のための自己点検・評価、内部質保証の機能性に

ついて点検した。この基準における 3 つの中点検

項目（5 つの細点検項目）に関する大学全体の達

成度を図 5 に示す。 

大学全体の達成度は、S 評価が 32.2%、A 評価

が 57.5%、合わせて 89.7%を占め、全体の達成度

は非常に高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、どの評価に

おいてもほぼ同じ割合であることから、年度目標

や方針に基づいた活動の達成度は全学的には一定

の水準を維持している。 

図 5 「内部質保証」に関する全細点検項目に

対する達成度分布 

 

図 4－5 「教員・職員」に関する細点検項目

の達成度分布 

 



- 19 - 
 

以下に基準 6 の中点検項目について概説する。 
 

【基準 6－1】「内部質保証の組織体制」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 5－1
に示す。内部質保証の組織と責任体制の確立につ

いて、S 評価が 34.2%、A 評価が 65.8%、合わせ

て 100%であり、全体の達成度は極めて高いこと

がわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、A 評価の割

合が微増し、S 評価の割合が微減しているものの、

B 評価及び C 評価の割合はゼロであり、基準 6－1
「内部質保証の組織体制」に関する年度目標や方

針に基づいた活動の達成度は全学的に一定以上の

水準を維持しており、本学の内部質保証の組織体

制が確立していると判断される。 
 
【基準6－2】「内部質保証のための自己点検･評価」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 5－2
に示す。内部質保証のための自主的・自律的な自

己点検・評価、IR 等を活用した調査・データの収

集と分析及び改善への活用について、S 評価が

25.0%、A 評価が 60.5%、合わせて 85.5%であり、

全体の達成度は高いことがわかる。一方で、B 評

価が 10%を超えている。 
昨年度の結果と比較すると、S 評価の割合は微

減しているものの、A 評価の割合が 12.5 ポイント

大幅に増加し、B 評価の割合が 9.5 ポイント大幅

に減少していることから、「内部質保証のための自

己点検･評価」に関する活動の達成度が全学的に A
評価に偏る傾向にあることがわかる。 
本学の自己点検・評価活動は、学部等委員会の

細則を遵守し、当該組織の点検･評価の結果はその

教職員が共有している。 
十分な調査とデータを収集し、IR による分析と

改善への活用については、IR 室主導の下、教職員

間の情報共有機能を持つ専用のデジタルデータキ

ャビネット「Karin」を運用している。IR 室をは

じめ学部等による Karin の利用を推進し、調査･

データの収集・蓄積を全学的に順次進めている段

階である。IR を活用して学部等の抱える課題を解

決するシステムや人材育成が今後の課題である。 
IR 室では、教学、研究、財務・経営の 3 分野の

IR 指標で構成する「福山大学 IR 指標」を策定し、

学部等からのデータ集積を進めている。また、

「IRer 養成学内セミナー」を開催して、教職協働

と部局間の連携による IR 業務の進展に注力して

いる。IR の本格的運用に向けた取組によって、学

部等で IR の活用が前進することを期待したい。 
 
【基準 6－3】「内部質保証の機能性」 
この中点検項目に関する達成度分布を図 5－3

に示す。学部等及び大学全体の PDCA サイクルの

確立と機能性の検証、教職員のコンプライアンス

図 5－2 「内部質保証のための自己点検･評価」

に関する達成度分布 

 

図 5－1 「内部質保証の組織体制」に関する 

達成度分布 
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確立体制について、S 評価が 40.0%、A 評価が

48.3%、合わせて 88.3%であり、全体の達成度は

高いことがわかる。一方，B 評価が 10％を超えて

いることには注意を要する。 
また、昨年度の結果と比較すると、S 評価の割

合は 7.7 ポイント増加しているものの、A 評価の

割合が 14.8 ポイント大幅に減少し、B 評価の割合

が 7.1 ポイント増加していることから、基準 6－3
「内部質保証の機能性」に関する年度目標や方針

に基づいた活動の達成度の評価は，分散する傾向

にあることがわかる。 
これは、PDCA サイクルは確立されているが、

その機能性の検証、コンプライアンスを確立させ

る体制について各学科の評価が分かれたためと考

えられる。 
 
基準 6 における各細点検項目について、達成度

の平均値を表 5 に示す。個々の細点検項目ごとに

検証すると、全細点検項目で標準値 2.5 を超えて

いるが、細点検項目（評価基準）6－2－②「IR
（Institutional Research）等を活用した十分な調

査・データの収集と分析を行っているか。また、

その結果を改善に活かしているか。」の達成度平均

値が最低値の 2.9 であり、改善の余地が残されて

いる。 
また、昨年度の結果と比較すると、細点検項目

（評価基準）6－2－②についての達成度の平均値

は、昨年度 2.6 から今年度 2.9 に大きく改善して

いることが認められる。 
次に、基準 6 における細点検項目（評価基準） 

の達成度分布を図 5－4 に示す。 
基準 6 の達成度分布は、特に細点検項目 6－2－

②が低くなっていることから、平均的ではないこ

とがわかる。 
細点検項目 6－2－②の改善は、前述したように、

IR 室の主導の下、全学的にさまざまな取組を展開

しているところであり、今後、学部等において IR
の活用による改善が進展することを期待したい。 
 
６．福山大学ブランディング戦略 

 本学独自の重要戦略である福山大学ブランディ

ング戦略は、「備後地域の産学官民連携を推進し、

図 5－3 「内部質保証の機能性」に関する 

達成度分布 

 

 

表 5 「内部質保証」に関する達成度の平均値 

図 5－4 「内部質保証」に関する細点検項目

の達成度分布 
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地域の教育資源を最大限に活用して人間性を高め、

地域を愛し、地域で活躍し、地域から国際社会に

つながる『未来創造人』を育成すること。」の方針

に基づいて、本学が強力に推進しているプロジェ

クトである。 
この福山大学ブランディング戦略について自己

点検･評価を行うため、大点検項目の「基準 7．福

山大学ブランディング戦略」として、ブランディ

ング戦略を推進するための諸活動、ブランディン

グ推進のための研究プロジェクトについて点検し

た。この基準における 2 つの中点検項目（細点検

項目は 10 項目）に関する大学全体の達成度を図 6
に示す。 

大学全体の達成度は、S 評価が 36.9%、A 評価

が 50.8%、合わせて 87.7%を占め、全体の達成度

は高いことがわかる。 
また、昨年度の結果と比較すると、S 評価の割

合は変わらないものの、A 評価の割合は微増し、B
評価の割合が微減しており、年度目標や方針に基

づいた活動の達成度は全学的にはやや改善の兆し

が認められる。 
ただし、B 評価の割合が昨年度と変わらず 10%

を超えている点については、ブランディング戦略

の改善課題を残している。 
以下に基準 7 の中点検項目について概説する。 

 

【基準 7－1】「福山大学ブランディング戦略の推

進」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 6－1
に示す。ブランディング戦略に関する学部等の教

職員･学生への周知、ブランディングの考え方に基

づく取組、ブランディング方針の実現への取組、

ブランディング戦略の目標の実現をはじめとする

人材育成、地域連携による教育研究、全人教育へ

のそれぞれの取組とその成果の検証、ブランディ

ング戦略のブラッシュアップについて、S 評価が

40.0%、A 評価が 50.9%、合わせて 90.9%であり、

全体の達成度は非常に高いことがわかる。 
昨年度の結果と比較すると、A 評価の割合が微

減し、S 評価の割合が微増していることから、基

準 7－1「福山大学ブランディング戦略の推進」に

関する年度目標や方針に基づいた活動の達成度が

全学的にやや高まっていることが認められる。 
 
【基準 7－2】「福山大学ブランディング推進のた

めの研究プロジェクト」 

この中点検項目に関する達成度分布を図 6－2
に示す。学部等における全学的なプロジェクト研

究の取組、研究資金の獲得、研究成果の社会への

発表・還元について、S 評価が 28.7%、A 評価が

50.6%、合わせて 79.6%であり、全体の達成度は

概ね高いことがわかる。 

図 6－1 「福山大学ブランディング戦略の 

推進」に関する達成度分布 

 

図 6 「福山大学ブランディング戦略」に関す

る全細点検細項目に対する達成度分布 
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昨年度の結果と比較すると、A 評価の割合が 6.9
ポイント増加し、S 評価の割合が 4.6 ポイント減

少しているものの、B 評価の割合が 4.6 ポイント

減少していることから、基準 7－2「福山大学ブラ

ンディング推進のための研究プロジェクト」に関

する年度目標や方針に基づいた活動の達成度が全

学的に A 評価に偏る傾向にあることが認められる。

また、B 評価の割合が昨年度よりも減少している

ものの 15%を超えており、C 評価の割合も微増し

ていることから、改善の困難さがうかがえる。 
この基準では、経済学部、人間文化学部及び関

係する大学院研究科におけるプロジェクト研究

「瀬戸内の里山・里海学」への取組の強化を図り、

福山大学ブランディング推進のための研究資金の

獲得について積極的な改善を期待したい。 
 
基準 7 における各細点検項目（評価基準）につ

いて、達成度の平均値を表 6 に示す。 
個々の細点検項目ごとに検証すると、全細点検

項目で標準値 2.5 を超えているものの、3.0 未満の

細点検項目（評価基準）7－2－②「福山大学ブラ

ンディング研究に必要な内部資金及び外部資金を

どのように獲得していますか。」については、達成

度の平均値が最低値の 2.9 であり、改善の余地が

大きい。 
また、昨年度の結果と比較すると、7－2－②に

ついての達成度の平均値は、昨年度 3.0 から今年

度 2.9 にやや低下し、改善に向けて努力する必要

があると考えられる。 
次に、基準 7 における細点検項目（評価基準）

の達成度分布を図 6－3 に示す。 
基準 7 の達成度分布は、平均的ではなく、中点

検項目 7－2「福山大学ブランディング推進のため

の研究プロジェクト」において達成度が低い傾向

にあることがわかる。 
福山大学ブランディング戦略を推進していくプ

ロジェクト研究「瀬戸内の里山･里海学」をはじめ、

図 6－3 「福山大学ブランディング戦略」に

関する細点検項目の達成度分布 

 

 

表 6 「福山大学ブランディング戦略教員・職

員」に関する達成度の平均値 

 

図 6－2 「福山大学ブランディング推進のため

の研究プロジェクト」に関する達成度分布 
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さまざまなブランディング研究に対する支援を強

化し、今後改善を重ねて学内外ともに有益な成果

が得ることを期待したい。 
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【４】理事長、学長への提言 

 本報告書は、令和元（2019）年度における学部等での自主的･自律的な自己点検･評価活動の点検･

評価結果を報告するものである。学部等委員会では、評価機構の基準に沿って設定した点検項目に

ついて、各部署が年度初めに年度目標を設定し、目標達成に向けて実行した結果に対する達成度を

当該学部等委員会が自己点検･評価した。 
この自己点検･評価では、各点検項目についての達成度 S～C 評価の割合分布及び達成度評価を数

値化した達成度分布を基に分析を行った。その結果、すべての細点検項目（70 項目）の達成度が標

準値 2.5 を上回っていることを確認した。 
これは、これまでの自主的･自律的な自己点検･評価活動の推進とその実績、平成 29（2017）年

度に評価機構による大学機関別認証評価における大学評価基準の適合認定を経て培ってきた結果で

あると考えられる。この結果に甘んじることなく、各点検項目の年度目標を高め、年度目標を着実

に実行することで、内部質保証の深化を目指すことが大切である。この観点から、達成度評価が 3.0
未満であった次の 4 つの細点検項目について取上げ、改善方策の実施を提言する。 

 
(1) 細点検項目 2－5－③「施設・整備のバリアフリー化やアメニティースペースの確保など、学生

の利便性を高めるために、どのように取組んでいますか。」に対する達成度評価は 2.8 であり、

昨年度の評価からの改善が認められなかった。学部・学科が求める改善に向けた要望を自己点

検評価書に具体的に記載すると共に、次年度予算要求書で改善を求める必要がある。 
(2) 細点検項目 4－4－①「研究に専念する時間の確保、研究室の施設設備の整備等の研究環境を適

切に管理していますか。」に対する達成度評価は2.7で全細点検項目の中でワースト1位であり、

昨年度と同じ評価が続いている。多くの学部・学科では、ICT の活用を進めて業務の効率化を

図っているが、令和元（2019）年度から推進されている働き方改革により働く時間が制限され

る中で、校務の負担は増加傾向にあり、研究に専念する時間の確保はますます難しくなってい

る。大型の研究機器･設備の共同利用化を全学的に進め、各研究室の施設・設備については外

部資金の獲得による自助努力が基本姿勢であるが、次年度予算要求書で改善を求める必要があ

る。 
(3) 細点検項目 6－2－②「IR（Institutional Research）等を活用した十分な調査・データの収集

と分析を行っていますか。また、その結果を改善に活かしていますか。」に対する達成度評価

は 2.9 であった。本格的な IR 活動は始まったばかりであるが、IR 室では全学的な計画を着実

に実行して成果が出てきている。学部等においても、IR 室の主導の下、独自に IR を活用して

改善につなげていくことが期待される。IR の進展には、全学的な理解と協力、情報共有、そし

て教職協働が必要であると考えられる。 
(4) 細点検項目 7－2－②「福山大学ブランディング研究に必要な内部資金及び外部資金をどのよう

に獲得していますか。」に対する達成度評価は 2.9 であった。特に、経済学部・学科、大学院経

済学研究科の達成度評価が全体的に低い。新しい着想によるブランディング研究プロジェクト

を提案する気運を高め、内部資金及び外部資金の両面での獲得に注力する取組を期待したい。 
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あとがき 

福山大学は平成 26（2014）年度以来、独自に点検項目を定めて自己点検・評価を毎年実施して

きました。当初、点検項目は 182 項目でしたが、点検項目策定小委員会が見直しを行い、平成 30

（2018）年度から 70 項目に集約して自己点検・評価を実施しています。これは、日本高等教育評

価機講による大学認証評価を円滑に受審する体制を構築すること、自己点検・評価活動に携わる教

職員の負担を軽減すること、及び本学の独自性の点検を目的としています。本学の自己点検・評価

は、点検項目について年度初めに目標を設定し、その達成度を年度末に自己評価しています。この

学部等の達成度を数値に変換することで大学改革の進捗状況も評価することができます。当初の点

検項目について平成 29（2017）年度までの 4 年間に実施した結果では、いずれの点検項目につい

ても達成度が年々高くなっていたため、点検項目と水準を新たにすることも目的の１つでした。 

新しい点検項目に基づいて実施した自己点検・評価は、令和元（2019）年度に 2 回目を迎えまし

た。ほとんどの点検項目において前年度より達成度が高くなっており、今回の自己点検・評価結果

から学長のリーダーシップと共に自己点検・評価活動が大学の改善と改革のプロモーターとして機

能していることが示唆されました。評価基準の設定、達成度の数量化の適切性、標準値の設定など

に改善課題は残されていますが、現状を的確に把握･分析し、改善を必要とする課題の抽出に役立っ

ていることは間違いありません。抽出された問題点の解決に向け、次年度の目標を設定して着実に

実行し、自己点検・評価の深化を図り、本学の改善･改革に対する努力を継続することが大切です。 

 大学機関別認証評価は平成 31 年（2019）度から第 3 サイクルがスタートしています。本学の自

己点検・評価について今後のあり方を考えるとき、日本高等教育評価機構の大学認証評価の方向性

が参考になります。評価機構では、「内部質保証」を重点評価項目としています。その「内部質保証」

とは、① 3 つのポリシーを踏まえた学修成果の評価･方法の確立、② 学部等の 3 つのポリシーを起

点とする教育研究活動の質保証、③ 中長期的な計画を踏まえた大学運営全体の質保証の効果的かつ

機能的な実施、この 3 点に集約されると考えられます。本学の自己点検・評価活動でも、「本学の

質とは何か」を明確にして、内部質保証を重視した自己点検・評価によって本学の改善・改革がゆ

るぎなく進むことを期待しています。 

全学自己点検評価委員会  副委員長 山本 覚  
自己点検評価実施小委員会 委 員 長 坂口 勝次 
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添付資料 

資料１ 令和元（2019）年度 学部等自己点検・評価項目 

基準１. 使命・目的等    

 領域：使命・目的、教育目的 

１-１. 大学、学部、学科、研究センター及び委員会等は、それぞれの使命・目的および教育目的を設定し

ていますか。 

① その意味・内容は具体的かつ明確ですか。 

② 個性・特色を明示していますか。 

③ 社会の要請や背景の変化について検討していますか。 

１-２. 使命・目的および教育目的の反映 

① 使命・目的および教育目的に対し、教職員の理解と支持は得られていますか。 

② 学内外へ公表し、周知していますか。 

③ 中長期的計画に反映していますか。 

④ 三つのポリシーに反映していますか。 

⑤ 教育研究組織の構成との整合性は取れていますか。 
 

基準２. 学生   

領域：学生の受入れ、学生の支援、学修環境、学生の意見等への対応 

２-１. 学生の受入れ 

① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と学内外への周知を行っていますか。 

② アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れていることを検証し、学生受入れの改善に生かして

いますか。 

③ 入学生受入れ状況を昨年度及び今年度について検証し、その増減の原因を分析していますか。 

④ 入学定員に沿った適切な学生受入数を維持できていますか。できていない場合、どのような対策を実施

していますか。 

２-２. 学修支援 

① 学修体制の整備のため、教員と職員等の間でどのような協働をしていますか。また、それを学内外に公

表し周知していますか。 

② 学修支援の充実のために、 TA(Teaching Assistant)等を有効に活用していますか。 

２-３. キャリア支援 

① 教育課程内外を通じて社会的・職業的自立に関するキャリア形成支援体制を整備していますか。 

② 卒業生の進路に関する過去３年間の資料を収集し、検証していますか。 

③ 資格取得やインターンシップを支援する体制を整備していますか。 

④ 就職指導を適切に行い、就職の質及び内定率の向上に取組んでいますか。 
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２-４. 学生サービス 

① 学生生活の継続のための経済的支援は実施されていますか。 

② 種々のハラスメントの発生防止に取組んでいますか。 

③ 課外活動(サークル活動、留学等の国際交流、社会貢献活動を含む)の活性化のために、どのような取組

みを行っていますか。 

２-５. 学修環境の整備 

① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理をどのように実施していますか。 

② ICT 教室、実習・実験施設、図書館等を活用していますか。 

③ 施設・整備のバリアフリー化やアメニティースペースの確保など、学生の利便性を高めるために、どの

ように取組んでいますか。 

④ 授業を行う学生数等を考慮した適切な施設・設備上の管理をしていますか。 

⑤ 施設・設備の管理において、防災・防火の観点から整備点検を行っていますか。 

⑥ 施設内に保管している劇物・危険物の管理において、安全管理の観点から管理システムを整備していま

すか。 

⑦ 学生及び教職員の安全確保のために、各部署に適切な安全管理教育の実施、災害時避難マニュアルの作

成及び防災訓練等を実施していますか。 

２-６. 学生の意見・要望への対応 

① 学修支援に関する学生の意見・要望を把握する体制や、その分析と検討結果を活用する体制を整備して

いますか。 

② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望を把握する体制

や、その分析と検討結果を活用する体制を整備していますか。 

③ 学修環境に関する学生の意見・要望を把握する体制や、その分析と検討結果を活用する体制が整備され

ていますか。 
 

基準３. 教育課程 

領域：卒業認定、教育課程、学修成果 

３-１. 単位認定、卒業認定、修了認定 

① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーは、学内外に周知されていますか。 

② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準（ルーブリッ

ク等の評価指標を含む）等の策定はどのように行われ、学内外に周知していますか。 

③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等を公表し、厳正に適用されていますか。 

３-２. 教育課程及び教授方法 

① カリキュラム・ポリシーを策定し、学内外に周知していますか。 

② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの間に一貫性がありますか。 

③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程を体系的に編成していますか。 

④ 教養教育は専門教育とともに十分に実施されていますか。 
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⑤ 教授方法を工夫・開発（ICT の活用を含む）し、効果的に実施していますか。 

⑥ ディプロマポリシーと卒業判定の整合性を考えていますか。 

３-３. 学修成果の点検・評価 

① 全学及び各学科等のアセスメント・ポリシーの活用も含め、三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・

評価方法の確立とその運用をどのように検証していますか。 

② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィードバックは、どの

ように実施されていますか。学修成果の点検・評価結果を教育内容・方法及び学修指導等の改善につなげて

いますか。 

  

基準４. 教員・職員 

領域：教学マネジメント、教員・職員配置、研修、研究支援 

４-１．教学マネジメントの機能性 

① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップが確立され、それが発揮され

ていますか。当該部署の長は当該部署の教学マネージメントにおいて適切にリーダーシップを発揮していま

すか。 

② 当該部署では、教職員間で権限・役割を適切に分散し、かつそれぞれの責任を明確化した教学マネジメ

ントを実施していますか。 

③ 職員の配置と役割の明確化などにより、教学マネージメントの機能性を高めていますか。 

４-２. 教員の配置・職能開発等 

① 当該部署の教育目的及び教育課程に即した資質を有する教員を配置していますか。また、当該部署の適

切な運営及び継続性を担保する構成（性別、年齢、職階等）となっていますか。 

② 大学設置基準、教職課程等の資格養成機関に求められる教員数を確保していますか。 

③ FD(Faculty Development；教育内容・方法等の改善)をはじめとする教員の資質向上に向けた取組みを行

っていますか。 

４-３. 職員の研修 

① SD(Staff Development；教職員の個々の職能開発)をはじめとする大学運営に関わる教職員の資質・能力

向上と教職協働への取り組みを実施していますか。 

② 大学運営の効率改善のために ICT の活用を推進していますか。 

４-４. 研究支援 

① 研究に専念する時間の確保、研究室の施設設備の整備等の研究環境を適切に管理していますか。 

② 研究倫理の確立(規則の整備や検査等)と厳正な運用が行われていますか。 

③ 研究活動への資源の配分や運用は適正に行われていますか。 

④ 公的研究費の運営・管理（ガイドライン等）が整備され、周知されていますか。 
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基準５. 経営・管理と財務（基準５は法人管轄） 

領域：経営の規律、理事会、管理運営、財務基盤と収支、会計 

５-１. 経営の規律と誠実性 

① 経営の規律と誠実性は維持されていますか。 

② 使命・目的の実現にむけて継続的に努力していますか。 

③ 環境保全、人権、安全の確保のための配慮はされていますか。 

５-２. 理事会の機能 

① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制を整備し、機能させていますか。 

５-３. 管理運営の円滑化と相互チェック 

① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化を図っていますか。 

② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックを機能的に実施していますか。 

５-４. 財務基盤と収支 

① 中長期的な計画に基ずく適切な財務運営を確立させていますか。 

② 安定した財務基盤の確立と収支バランスを確保していますか。 

５-５. 会 計 

① 会計処理を適正に実施していますか。 

② 会計監査の体制を整備し、厳正に実施していますか。 

 

基準６. 内部質保証 

 領域：組織体制、自己点検・評価、ＰＤＣＡサイクル 

６-１. 内部質保証の組織体制 

① 内部質保証のための組織を整備し、責任体制を確立していますか。 

６-２. 内部質保証のための自己点検・評価 

① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価が実施され、その結果を当該部署の教職員が共有

していますか。 

② IR(Institutional Research)等を活用した十分な調査・データの収集と分析を行っていますか。また、

その結果を改善に活かしていますか。 

６-３. 内部質保証の機能性 

① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み（システム）をどのよう

に確立し、その機能性を検証していますか。 

② 教職員のコンプライアンスを確立するための体制を整備していますか。 

 



- 30 - 
 

基準７．福山大学ブランディング戦略 

 領域：本学独自基準と点検・評価 

7-1. 福山大学ブランディング戦略の推進 

① 福山大学ブランディング戦略 (ver. 2018) の概略について当該部署の学生及び教職員への周知を進めて

いますか。 

② 福山大学はブランディングを「広告ではなく、社会に貢献する観点から他にはない固有の魅力を引き出

して他との区別化を図り、社会から選ばれること」と捉えています。この観点からブランディングにどのよ

うに取組んでいますか。 

③ 福山大学ブランディング戦略では「備後地域の産学官民連携を推進し、地域の教育資源を最大限に活用

して人間性を高め、地域を愛し、地域で活躍し、地域から国際社会につながる『未来創造人』を育成するこ

と」を方針としています。当該部署は、この方針の実現にどのように取組んでいますか。 

④ 福山大学ブランディング戦略では、福山大学が備後地域の知の拠点として地域と共に育ち、地域創生に

貢献することを目標としています。この目標の実現に向けて、どのような取組をし、その成果をどのように

検証していますか。 

⑤ 福山大学ブランディング戦略では、建学の理念に基づき、「地域の中核となる幅広い職業人」を、育成す

る人材像としています。そのために、どのような取組をし、その成果をどのように検証していますか。 

⑥ 福山大学ブランディング戦略が掲げる「備後地域との密な連携のもとに進める教育研究」としてどのよ

うな取組をし、その成果をどのように検証していますか。 

⑦ 福山大学ブランディング戦略が掲げる「学問にのみ偏重しない全人教育」としてどのような取組をし、

その成果をどのように検証していますか。 

⑧ 福山ブランディング戦略は、これからも進化させて、さらに発展させることが必要です。ブランディン

グ戦略のブラッシュアップにどのように取組んでいますか。 

7-2．福山大学ブランディング推進のための研究プロジェクト 

① 当該部署では全学的に展開しているプロジェクト研究の「瀬戸内の里山・里海学」にどのように取組ん

でいますか。 

② 福山大学ブランディング研究に必要な内部資金及び外部資金をどのように獲得していますか。 
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